
議案 第１ １６号

ひた ちな か市市税条例Ｘび東一 日本大震災に係る 災害被害者に 対する

市税等の減免 に関する 条例 の一部を 改ｉＥす る条例制 定に ついて

ひた ちな か市 市税 条例 ｊｌ び東 日本 大農 災に 係る 災害被害者に 対す る市税等 の減免

に関する 条例 の一部を 改ｍする 条例 を加紙の とお り制 定す る。

平成 ２９ 年１ ２Ｊ１　 １日　 提出

平成　　 年　　１ 日　 議決

ひた ちな か市 長　 本　 間　 源　基
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ひた ちな か市 条例 第　　そ

ひた ちな か市 市税 条例 ‾ｋび東 日本 大震 Ｘに Ｗる Ｘ害 被害 者に 対する

市税等の減免 に関する 条例 の一部を 改ｍする 条例

（ひ たち なか市市 税条 例の 一部 改ｉＥ）

第１ 条　 ひた ちな か市 市税 条例 （平 成６ 年条 例第 ３９ 号） の一 部を 次の よう に改ｍ

する。

第２ ４条 第２ 項八 び付 則第 ６条 第１ 項中 「控 除対 象髱偶者 」を 「回 一生 計髱偶

者」 に改 める。

（東 日本 大震 Ｘに Ｗる 薑。害被 害者 に筒する 市税 等の 減免 に関 する 条Ｍ の一 部ぼ ｊＥ）

第２ 条　 東日 本大 震Ｘ に｛示る Ｘ害 被害者に 氣す る市 税等 の減免に 回す る条 イ薦 （平成

２３ 年条例第 １２ 号） の一部を次の よう に改 ｊＥ する。

第２ 条第 ２項 中「 「納 税義務者 の」 の次 に「 ｊ加 方税 法‾ｋび航き機燃料譲 与税 法の

一部 を改 ‾をする 法律 （平成２ ９年法律第２ 昜） 第２ 条の規定 によ る改 ‾を前の 」を

加え 、「 也第 ２９ ２条 第１ 項第 ８昜」を 「鶚 珮、第８ 号」 に改 める。

付　則

（施行期 日）

第１ 条　 この 条例 は， 平成 ３１ 年１ Ｊ１ １日 から 施行 する。

（経 ａ措 置）

第２ 条　 第１ 条の 規定 によ る改 ｉＥ 後の ひた ちな か市 市税 条例 第２ ４条 第２ 項Ｒ び付

則第 ６条 第Ｘ 亀の 規定 は， 平成 ３１ 年度 ぷ後 の年 度分 の個 人の 市民 税に つい て適

用し ，平 成３ ０年 度分 まで の個 人の 市民 税に つい ては ，な お従 前の 例に よる。
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参考資料

ひたちなか市市税条例新１日対照表 （第 １条関係）

旧

（個 人の 市Ｒ税の非課税の範囲）

第２ ４条 ’略

２　 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべき者の うち，前年の合

計所得を額が ２８ ０， ００ ０ＰＩにその者の控除対象Ｅ偶者Ｒび扶養親族の数

に１ を加 えた数を乗じ て得た１：額 （そ の者 が控 。， 対象 ｉｌ偶者又は扶養親族を

有する４合には， きｉ該４額に １　６　８， ００ ０Ｆｊを加算した４額）ｇえ下である

もの に対 して は， 均等割を簟さ ない。

付　則

（個人の市Ｒ税の所得割の非環，税の範囲等）

第６ 条　 芭分の間，市民税の所得割を課すべき者のう ち， その者の前年の所得

について第３ ３条の規定により 算定した総所得金額， ｍ職所得金額‾ｋびは｜林

所得を額の合計額が， ３５ ０， ００ ０Ｐ＝ｊ にその者の控除対象配偶者‾反び扶養

親族の数に１ を加えた数を乗じて得た金額（その者が控除対象祉偶者又は扶

養親族を有する４合には， 售該金額に３ ２０ ，０ ００ 円を加算 した金額）ぶ

下で ある もの に対 して は， 第２ ３条第１ 癢の規定にかかわ らず厂市Ｒ税の所

得割 （分離課税に係る所得割を除く 。） を課さない。

２・ ３　略

新

（個人の市民税の非課税の範囲）

第２ ４条　略

２　 法の施行加１に住所を有する者で均等割のみをほすべき者のう ち， 前年の合

計所得４額が ２８ ０， ００ ０ＦＩにその者の回一生計ｉ！偶者Ｒび扶養親族の数

に１ を加えた数をｊＲ じて得た金額 （その者が回一生計髱偶者又は扶養親族を

有する場合に は， 鳬該金額に１　６　８， ００ ０Ｆ９を加算 した金額）ａ下である

もの に対 して は， 均等割をａさ ない。

付　則

（個 人の市民税の所得割の非課税の範囲 等）

第６ 条　 ぎｉ 分の虱， 市Ｒ税の所得割を課すべき者の うち，その者の前年の所得

について第３，３ 条の規定によ り算定したＳ湊１１１を額，ｉ』！職所得をＳＲびＬＬ」林

所得を額の合計額が， ３５ ０， ００ ０ＦＩ］ にその者の回一生計ｉＥＩ偶者Ｒび扶養

親族の数に１ を加えた数を乗じて得た金額（その者が回一生計Ｓ偶者又は扶

養親族を有する４合に は， 回ｉ 該金額に ３２ ０， ００ ０Ｐモ１ を加算したｔＳ）ぷ

下で ある もの に対 して は， 第２ ３条第１ 癢の規定にかかわ らず，市民税の所

得割 （分離課税に係る所得割を除く 。） を課さない。

２・ ３　略
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東日 本犬宸Ｘにイ京る災害被害者に対する市税等の減免に回する条例新１日 夕ｔＳ表

旧

（市Ｒ税 の減免）

第２ 条　略

（市Ｒ税の減免）

第２ 条　略

２　 市長 は， 市Ｒ税の納税義務者の うち ，そ の者 （納税義務者の法第２ ９２条

第Ｉ　亀第 ７号に規定する控除ヌオ象ｉ！ａ者又は法第 ２９ ２条第１ 癢第 ８万一に規

定する扶養親族を含む。） のＲ住する住ｔＥ につき災害に より 受けた損害の程

度が次の各号のいずれかに該ぎｉす るＳ合で，前年中 の法第２ ９２ 条第 １項第

１３ １に規定する合計所得金額 （ま附ｉｌ¶）第 ３３ 条の ３第 ５ＪＩに規定する 土ｔ

等に係る 事業所得等の金額，法附則第３ ４条第４ 項に規定するほ税長期譲渡

湊得金額 （法第３ １４ 条の ２の規定の適ＪＩモｊ があ るＳ合に は， その適Ｊｌｊ 前のを

額と する 。） ，法附ｍ第３ ５条第５ Ｊミａに規定するａ税短期譲渡所得金額 （Ｓ
ａ

第３ １４ 条の ２の 規定 の適 ＪＩミ｜ があ るＳ合に は， その ｉｉ ＪＩＩ前 の金Ｓとす

る。 ）， 法附則第 ３５ 条の ２第 ６項に規定する株式等に係 る譲渡所得等の金

額又は法附則第３ ５条の４ 第４ 項に規定する先物取り｜に係る雑所得等の金額

があ る場合に は， これ らのを額 を含 む。 ぶ下回じ 。） が１ ，０ ００ 万Ｐ＝ｊ ぷ下

であるものにがしては，肖該納税義務者にがして課する平成２ ３年度分の市

Ｒ税の税額について， 次の各号の表のだ欄に掲げるｌｚ：分に応じ，肖該税額に

それぞれ售該右欄に掲げる割合を乗 じて得た額を軽減し， 又は免除する。

（１） （２ ）　略

（第 ２条関係）

新

２　 市長は， 市Ｒ税の納税義務者の うち，その者 （納税義務者の堙１力税法ａび

航き機燃料譲与税だの一部を改ｉＥする法律 （平成２ ９年Ｓ律　２そ）第 ２条
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

の規定による 改ＴｉＥ前の法第 ２９ ２条第１ 項第 ７そに規定する控除対象ｉａ偶者
－

又は皿組重ｊｊｔに規定す る１宍・親數をきむ。 ）のｇイｔす るｆｔｔにつ きＸ害に
より １けた損宅の程度が次の各号のいずれかに該肖する場合で，前年中の法

第２ ９２ 条第 １項第１ ３号に規定する合計所得を額『法附則第 ３３ 条の ３第

５　ＪＪｉに規定する土加１等に係る事業所得等の金額， 法附ｌｌｌ』 第３ ４条第４項に規

鬘。する課税長期譲渡所得金額 （法第３ １４ 条の ２の規定の適 Ｊ１１が ある Ｓ合に

は， その 適Ｊｔｊ 前のを額 とす る。 ）， 法附則第 ３５ 条第 ５項 に規定す る鼈税短

期譲渡所得・１額 ［法第３ １４ 条の ２の 規定の適 ＲＩ があ る場ｉ合 には ，そ の適 Ｍ］

前のを額とす る。 ）， 法附則第 ３５ 条の ２第｀６ 項に規定する株式等に係る譲

渡所得等 のＪ■額又は法附則第 ３５ 条の ４第 ４項に規定する先物取 ｊ３ １に係る雑

所得等の金額があ る場合に は， これ らの金額を含む。 以，下回 じ。 ）が １，０

００ 万ＮＷ、下である もの にｊＭ＾ して は， ぎｉ 該納税義務者にヌｔしてａする 平成２

３年度分 の市Ｒ税 の税額に つい て， 次の 各号の表 の隹欄に 掲げ るＥｚ： 分に応

じ， 肖該税額にそれぞれぎｉ該右欄に掲げる割合を乗 じて得た額を軽減し，又

は免除す る。

（１ ）・ （２ ）　略

備考


